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福祉灯油の申請はお済みですか？
　豊浦町では、令和5年10月1日時点で、町内に 
在住の対象世帯に対して、1世帯当たり150リッ 
トル以内の福祉灯油購入助成事業を行っていま 
す。今年度は広報10月号で配布したチラシの裏 
面が申請用紙となっています。まだ申請がお済 
みでない方はお早めの申請をお願いいたします。 
対象となる世帯は、町民税非課税（住民基本台帳
上別世帯であっても同一住居に課税の方が確認
された場合は対象外）で右記の1〜 3に該当する
世帯です。
　町内の灯油販売業者を利用されている世帯に 
は、灯油と引き換えることができる引換券を後 
日、郵送で送らせていただきます。町外の灯油販
売業者を利用されている世帯、または、まきなど
の灯油不使用の世帯には、申請時にご記入してい
ただく口座に、後日、灯油150リットル相当のお
金を振り込ませていただきます。

ご不明な点がありましたら、
やまびこ保険福祉係
（☎82-3843）
までお問い合わせ
ください。

1．高齢者世帯
　世帯全員が70歳以上の高齢者世帯（夫婦世帯
については、配偶者が70歳未満の場合も対象
となります）

2．重度心身障がい者世帯
　豊浦町で発行している重度心身障害者医療費
受給者証の交付を受けている方、およびその
方と同居している世帯

3．ひとり親世帯
　配偶者のいない方で、満18歳未満の児童を扶
養しており、児童扶養手当を受給している世帯

※生活保護受給世帯や、申請時に施設などに入
所・入院している単身者世帯、冬期間町外に
滞在している世帯、夫婦で世帯分離をしてい
る世帯は対象となりません。

対象世帯対象世帯（町民税非課税）（町民税非課税）

申請期限申請期限 1月31日（水）まで

　下記の日程において、役場庁舎前へ献血バスが来ます。病気やけがなど輸血を必要としている方の尊
い命を救うため、多くの方々のご協力をお待ちしております。

【日程】1月18日（木）
【時間】午後1時30分〜 4時　【場所】豊浦町役場庁舎前
※お薬の服用やワクチンを接種されている方は、お薬の種類などにより献血をご遠慮いただく場合が

あります。

献血のお知らせ

献血予約アプリの
ダウンロードはこちら⇒

※献血予約アプリからご予約いただくと
　事前問診回答まででき、便利です。 ※AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※ Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
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